
袖看板の道路占用料について 

 

● 看板の面積 

面積は、道路占用部分の看板の表示面積によって計算します。 

また通常、看板は表裏の 2 面ありますが、2 面のうち 1 面は半分の大きさで 

計算します。（1 ㎡未満切り上げ） 

 

 

 表示面積は 

    出幅（道路に突き出ている部分の看板の幅）×延長（看板の長さ） 

    ×1.5（2 面のうち 1 面は半分の大きさで計算します） 

 

● 占用料（1 ㎡当り・年額）        平成 31 年 4 月 1 日改定 

 

看板の表示面積 

 

 

2.0 ㎡未満 

 

2.0 ㎡～2.5 ㎡未満 

 

2.5 ㎡以上 

 

占 用 料 

（1 ㎡当り・年額） 

 

全額免除 ０円 

 

６，７６０円 

 

１３，５００円 

 

 

 

占用料計算例 

 

［出幅：0.6m×延長：2.5m］の両面の場合 

0.6×2.5×1.5＝2.25 ㎡（2.5 ㎡未満により、占用料単価は 6,760 円/㎡） 

        ⇒3 ㎡（1 ㎡未満切り上げ） 

  よって、占用料は 6,760×3＝20,280 円 です 
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令和７年４月１日改定

8,200

＠８，２００×３㎡＝２４，６００円 です

　　　　　 　　　　　８，２００ １６，４００



袖看板の許可基準について 
 

● 歩道では 

   路面からの高さが 2.5m 以上あり、出幅は道路境界から 1.0m 以下です。 

※高さ：路面から看板の下端までの距離 

 

● 車道では 

 車との衝突を避けるため、路面から高さが 4.5m 以上あり、出幅は道路 

境界から 1.0m 以下です。 

 

        1.0m 以下        1.0m 以下 
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